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無人ヘリコプター
農薬散布の問題点
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１，無人ヘリの歴史
◼ 1980年から補助金で無人ヘリ開発

◼ 有人ヘリコプターの補完防除として、農薬空中散布の推進母
体の（社）農林水産航空協会によって開発されてきた。

◼ 1987年に完成。88年から散布実験開始。

◼ 89年、農水省が「暫定実施基準」を通達。

◼ 90年、27道県で約26,000ヘクタール実施。

◼ 91年、農水省は「無人ヘリコプター利用技術指針」発出、本格
的な無人ヘリ推進をはじめた。2008年まで無人ヘリ導入に国
の補助金。

◼ 僅か22年で実施面積は約37倍。
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２，散布面積、機体数の推移
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◼ 小型へりが98％。

◼ 総重量100kg、農薬
積載量20kg、無線制
御150ｍ

◼ 時速：10-20kｍ、散
布面積：2.5-7.5ha/hr、
飛行高度：3-4ｍ（松
は樹高をプラス）

＜出典：脱農薬ミニノート3「野

放し！無人ヘリコプター農薬
散布」＞
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図　、　無人ヘリコプター機体数の推移
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7<出典：てんとう虫情報252号＞

2011年度の無人ヘリコプター空中散布実績に関する県別一覧表
(農水省公表資料より）
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2004年に有人ヘリと無人ヘリ散布面積は逆転した

2011年

有人ヘリ
54,176ha
無人ヘリ
971,138ha

＜出典：環境省 飛散リスク評価検討会H22年1回より 農林水産航空協会作成資料＞
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３，無人ヘリ散布農薬



対象作物

殺虫剤 40 稲（16） 大豆（23） 小麦（2） 松（6） 他

殺菌剤 55 稲（35） 大豆（5） 小麦（7） 他

殺虫殺菌剤 33 稲（32） 大豆（2） 他

除草剤 47 稲（43） 被災地（4） 他

植物成長調整剤 5 稲（3） 日本芝（2）
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★無人ヘリに使用できる農薬 （12年10月現在）
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★農薬成分別散布面積

・水稲用

＜出典：環境省 平成24年度吸入毒性試験対象農薬について（案）＞

有機リン系 ピレスロイド系、ネオニコチノイド系など多様。

・水稲用殺虫剤で一番多いのが
ネオニコチノイド系のジノテフラン



平成21年度～平成23年度
無人ヘリ防除 水稲・有効成分別使用量の推移 (殺菌剤）

（殺菌剤） 平成21年度 平成22年度 平成23年度

農薬成分名 面積（ha） 面積（ha） 面積（ha）

1フサライド 266,174 283,648 258,992

2トリシクラゾール 125,459 139,575 175,975

3フェリムゾン 129,707 131,685 121,917

4カスガマイシン 137,590 89,168 105,566

5アゾキシストロビン 83,038 103,074 103,794

6バリダマイシンＡ 67,203 91,111 88,653

7フルトラニル 46,406 35,188 61,424

8ペンシクロン 19,637 18,451 17,164

9ジクロシメット 20,916 13,653 1,283

10ジクロメジン 6,951 12,512 8,730

12環境省の資料（農薬の大気経由による影響評価事業）
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（殺虫剤） 平成21年度 平成22年度 平成23年度

農薬成分名 面積（ha） 面積（ha） 面積（ha）
1ジノテフラン 339,189 339,770 355,947

2エトフェンプロックス 155,430 150,800 155,845

3エチプロール 69,358 73,221 75,603

4クロチアニジン 85,658 69,838 54,100

5シラフルオフェン 48,975 53,183 45,479

6ブプロフェジン 54,959 35,606 54,523

7テブフェノジド 50,244 33,033 51,475

8ＭＥＰ 16,865 11,007 4,124

9チアメトキサム － 1,880 6,222

10クロマフェノジド 1,593 933 1,206

11ＢＰＭＣ 284 1,557 257

12ＤＥＰ 259 1,075 460

平成21年度～平成23年度
無人ヘリ防除 水稲・有効成分別使用量の推移 (殺虫剤）

環境省の資料（農薬の大気経由による影響評価事業）
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2004年 林野庁は松枯れ対策として無人ヘリ散布導入を画策。

2005年、林野庁は空散推進派を集めて検討会たちあげ。

2005年、第一回目の検討会で本山直樹千葉大教授の

「健康被害はない」論文 林野庁はほめあげる。

2006年、反農薬東京グループは、この論文に関して千葉大学

長等に質問。

千葉大から調査委委員会を設置し、検討すると回答

2007年まで、林野庁の検討会は休会

2007年、林野庁は強引に検討会を再開して、運用基準を設定。

補助金をつけて無人ヘリ散布を推進

★松枯れ対策としての無人ヘリ散布
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【農林水産航空協会の安全対策マニュアルより】

高所作業車の場合
ⓐ無人ヘリオペレーター １名
ⓑ高所作業車オペレーター １名
ⓒ合図マン １名
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◼ 有機リン系（ＭＥＰ＝スミチオン）2種。

◼ ネオニコチノイド系はアセタミプリド、クロチアニジン2種、

チアクロプリド。

◼ 松枯れ農薬空中散布 2012年計画

有人ヘリコプター 12,898ha スミパインが減少、エコワン３増加

無人ヘリコプター 956ha

★松枯れ対策としてのマツノマダラカミキリ用殺虫剤
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★空中散布用散布液は、地
上散布に比べ農薬濃度が
100倍高い希釈液をつかう

有効成分の単位面積あた
りの量は、地上と空中散布で
はあまりかわらない

＜出典：脱農薬ミニノート3「野放し！無人ヘリコプ

ター農薬散布」＞
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４、法的規制はない
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◼ 有人ヘリコプター：農薬取締法にもとづく、農薬を使用するもの
が遵守すべき基準を定める省令で年間計画提出義務、罰則あ
り。

◼ 無人ヘリコプター：法規制なし。 すべて、通知などの行政指導
である。

「産業用無人ヘリコプター利用技術指針」は91年に出され、そ

の後、適用作物と農薬数が増加する度に改定されてきたが、
安全対策などについて改定されたのはようやく08年。

◼ 他に農林水産航空協会が出している「産業用無人ヘリコプター
による病害虫防除実施者のための安全対策マニュアル（旧手
引き）」がある。

◼ 機体の認定、オペレーターの研修・認定などは、すべて農林水
産航空協会が牛耳っている。
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５、無人ヘリの事故
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◼ 2008年 松にローターが引っかかり墜落（滋賀県）

◼ 2008年 小学校プールに墜落（山形県）

◼ 2008年 機体が消えた（山形県）

◼ 2009年 ゴルフプレーヤーが被曝

◼ 2010年 散布補助員が死亡（北海道）

◼ 2010年 機体墜落炎上（茨城県）

◼ 2010年 松の木に引っかかり動けなくなった。事故とみなさず
（鹿児島県）

★最近の重大事故
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◼ 07年に、反農薬東京グループは47都道府県にアンケート調査
を行い、2010年の事故を契機に、二回目のアンケートをした。

その結果、県によって何を事故とするか、事故を報告するか否
かも違っていた。

◼ 反農薬東京グループが把握した事故 97件

07年 21件 08年 38件 09年 29件 10年 9件

◼ 農水省が発表したのは13件のみ。

◼ 農水省は事故の報告も求めていなかった。

◼ 結果を踏まえ、農水省に事故の定義と把握を農水省に要望。

★反農薬東京グループの調査
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★2011年、農水省は、ようやく都道府県へ事故報告の依頼

11年1月28日付けの植物防疫課長名の「無人ヘリコプターによる空中散
布等に伴う事故情報の報告依頼について」という文書で、都道府県に事
故情報の報告を依頼。
11年12月28日、農水省は、「平成23年度の無人ヘリコプターによる空中
散布等に伴う事故情報の報告状況及び平成24年度以降に向けた安全対
策の徹底について」を公表。

公表された2011年度の事故 物損事故のみ43件
無人ヘリ機体数 2,350機 事故率は1.8%

水田 33 小麦 4 大豆 2
事故内容
架線（電線や電話線）に接触・切断 38件（88％）
電柱や樹木への接触 5件（12％）

停電、電話の不通などで日常生活に影響を与えている
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◼ 事故の定義が決まっていない。たとえば、不時着などは事故
にはいらない。

◼ 人家などへの緩衝幅が決まっていない。一部地域で30mと
なっているところもあるが、環境省の検討会結果待ち。

◼ 事故原因、無人ヘリの機体・制御装置の整備不良が原因かど
うか不明なまま、

オペレーターの操作ミスとされる。

事故オペレーターの認定取り消し、罰則・再研修義務もない。

★農水省事故調査の問題点
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６、無人ヘリコプター空中散布と
飛散・大気汚染
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・環境省：農薬の大気経由による影響評価事業として、平成２２
～２４年度の３カ年で実施。

二つの検討会 飛散リスク評価検討会、吸入毒性評価部会
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・農薬飛散モニタリング調査結果
＜第２回（平成２４年３月９日） 配布資料：㈱エコス作成＞
フサライド（ラブサイドフロアブル）の水田約3haでの散布試験
散布地域に落下するのは、理論落下量のおよそ半分
モニタリングは散布地域から50m以内の試験しかしていない。
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・シミュレーションで、飛散を予測しようとしている。
噴霧粒径分布→ 農薬の種類に依存性 無（純水と同じ）

・フィールドでの散布と対応するのか疑問。
→ 水分が蒸発し、粒径が小さくなることを考慮していない。

・ネオニコチノイド系ジノテフランについて、メーカー三井化学は
気中濃度調査について無人ヘリ散布データは、まだ答えられな
いと回答（シロアリ防除剤は公表している）
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★粒径と飛散距離の関係

・高度5ｍから散布 ・高度15ｍから散布

＜てんとう虫情報252号より、植村振作さん作成＞
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７，住宅地周辺での無人ヘリ散布禁止を

右の地図をみてください。今年
の７月、龍ヶ崎市で無人ヘリコ
プターにより農薬(スタークル液
剤10(ジノテフラン10％)とアミス
ターエイト(アゾキシストロビン
8％))が散布された地域です。

斜線と横線で示したのが散布個
所の水田、●印は、健康被害を
受けている人の家族の居住場
所で、健康被害を避けるには散
布を中止すること以外に考えら
れないことは一目瞭然です。

★茨城県龍ヶ崎市の無人ヘリ空散事例
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◼ 「住宅地周辺での無人ヘリコプターの散布を禁止すべきである。

◼ 高濃度で短時間に広範囲で農薬を散布する上、事故の多い無人ヘリコ
プターの住宅地近隣での使用を禁止する。」

◼ 複数機の無人ヘリコプターで地域一斉散布することの規制がない。（短
時間に一度に散布する面積が広いと総農薬量が多くなり、周辺地域への
飛散や大気汚染の危険性が高まる

◼ ＜回答＞

◼ 農水省植物防疫課：

◼ 農家からの要望が強いのでやめられない。住宅地等から20ｍ離すように
なっている。（衝突の危険から）

◼ 環境省：現在、無人ヘリに関する検討会をしている。その中で、20ｍでい
いのか検討中。実測値で検討すべきという意見に「複数機で散布すると

ころの情報をおしえてほしい。」と。

★農水・環境省通知「住宅地等における農薬使用につ
いて」改定に関する要望


